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令和５年度第３回小千谷市移動等円滑化促進協議会 書面決議の結果について 

 

日頃から市政の運営に格別の御協力をいただき、感謝申し上げます。 

令和５年１２月２１日付けで委員のみなさまに依頼しました標記の件につき

まして、下記のとおり書面決議の結果をお知らせします。 

 

記 

 

○書面表決書の提出数 

 全委員１５人 

 

○決議結果 

・議題１：地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定等に係る事業）（案） 

   承認する     １４票 

   一部修正を提案   １票 

   承認しない     ０票 

   意見等      な し 

 

○一部修正提案への対応 

 別紙中、「③生活交通確保維持改善計画又は地域公共交通計画等の計画策定等に向け

た方針」において、現状では移動等円滑化促進方針（案）は策定完了に至っておらず、

１月３１日の協議会の審議を経て策定完了を目指していることから策定中であること

の明記及び完成時期の記載を行いました。 

 

事務局 小千谷市にぎわい交流課 安達・髙橋 

〒947-0028 小千谷市城内 1 丁目 13 番 20 号 

電話 0258-83-3512  FAX 0258-83-0871 

メール kouryu@city.ojiya.niigata.jp 

 



別添１

令和6年1月9日

協議会名：小千谷市移動等円滑化促進協議会

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）

①事業の結果概要
③生活交通確保維持改善計画又は

地域公共交通計画等の
計画策定等に向けた方針

【事業内容】
・協議会の開催
・現状把握
・事業者ヒアリング
・課題整理
・移動等円滑化促進方針（案）作成

【結果概要】
・協議会の開催　全４回開催
・上位計画との整合確認実施、まち歩き点検による現
状と課題の把握、移動等円滑化促進地区の設定協議
実施
・鉄道・バス事業者へのヒアリング調査実施
・公共交通の現状、道路、公共的施設の状況把握な
どにより移動等円滑化の促進が必要な地区、生活関
連施設、生活関連経路案の抽出
・上記を踏まえ、協議会の検討を経て、小千谷市移動
等円滑化促進方針を取りまとめる。

A
事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実
施された。

　今年度の事業を通じて、小千谷市移動等円滑化促
進方針（案）を作成することができた。
　今後１月末に開催する第４回協議会の審議を経て策
定が完了する予定です。
　令和６年度には引き続き地域公共交通調査事業（計
画策定事業）を活用し、重点整備地区の設定、生活関
連施設の設定及び一部は具体的な整備方針、特定事
業の内容を示すなど、移動等円滑化基本構想の策定
を見込んでいる。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定等に係る事業）

②事業実施の適切性


